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「介護サービス情報の公表」の事務の流れ  
⑥計画の公表 
 
 
⑭基本情報及び 

   
 ①調査対象事業者の把握       指定情報公表センター ⑨基本情報・調査情報の確認、受理 
②調査計画原案の作成 ⑫調査結果の確認、受理 

 ④調査計画の作成(→県知事の承認) 

 

調査情報の調査結果 

の公表 

 公 
表 
シ 
ス 
テ 
ム 

 

 
 
（調査終了後概ね 
３週間以内に公表） 

 

 
閲覧 

 

 

⑬
調
査
手
数
料
の
振
込
み 

  

⑫
調
査
結
果
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
報
告
（
同
意
書
、
報
告
書
の
送
付
） 

  

（
調
査
終
了
後
一
週
間
以
内
に
報
告) 

  

⑩
基
本
情
報
・
調
査
情
報
の
確
認 

 
⑧
調
査
日
程
の
報
告 

  

⑤
調
査
計
画
の
通
知(

調
査
月
・
調
査
対
象
事
業
所) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ※１  調査票とは基本情報 
     及び調査情報様式の 

ことをいう。 
（ＩＤ・サービス名・パスワ

ードでログインし、入力） 

 

 

③
調
査
計
画
原
案
の
送
付
・
調
整 

 
⑤
調
査
計
画
の
通
知(

調
査
月
・
調
査
機
関
・
報
告
の
時
期 

 

手
数
料
の
振
込
先
・
納
期
限 

、
調
査
票 

※
１
） 

手
数
料(

調
査
手
数
料
・
公
表
手
数
料)

の
納
付
は
基
本
情

報
調
査
情
報
の
報
告
時
ま
で 

  
（
や
む
を
得
な
い
場
合
は
メ
ー
ル
、
フ
ロ
ッ
ピ
ー
で
も
可
。
） 

 

⑨
基
本
情
報
・
調
査
情
報
の
報
告 

 

調
査
票(

基
本
情
報
・
調
査
情
報)

は
、
調
査
日
の
四
週
間
前

か
ら
受
理
開
始
し
、
同
二
週
間
前
必
着
を
と
す
る
。
原
則

と
し
て
Ｗ
Ｅ
Ｂ
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
報
告
す
る
も
の
と
す
る

 

 
                                                                ⑦調査日程調整・通知 

      指定調査機関 
                                                                ⑪訪問調査(調査員１名以上) 

介護サービス事業者 

                                                                （調査員用１部、報告用１部) ⑮公表された介護サービス情報を利用者等 
                                                 への情報提供に努めると共に、重要事項 
                                                説明書に添付することが望ましい。 

 
利用者・利用者家族 

報告システム 


